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株式の内容についての特別の定め・種類株式 

 

 株式の内容についての特別の定め 種類株式 

可能な旨 

・定款の定め 

定款変更 可能な旨 

・定款の定め 

定款変更 利用範囲 

(a) 譲渡制限 107Ⅰ①Ⅱ① 特殊決議（309Ⅲ①・466） 

株式買取請求権（116Ⅰ①） 

新株予約権買取請求権（118Ⅰ

①） 

108Ⅰ④Ⅱ④Ⅲ 特別決議（309Ⅱ⑪・466） 

種類株主総会決議（111Ⅱ・324

Ⅲ①） 

株式買取請求権（116Ⅰ②） 

新株予約権買取請求権（118Ⅰ

②） 

― 

(b) 取得請求権 107Ⅰ②Ⅱ② 特別決議（309Ⅱ⑪・466） 108Ⅰ⑤Ⅱ⑤Ⅲ 特別決議（309Ⅱ⑪・466） ― 

(c) 取得条項 107Ⅰ③Ⅱ③ 特別決議（309Ⅱ⑪・466） 

株主全員の同意（110） 

108Ⅰ⑥Ⅱ⑥Ⅲ 特別決議（309Ⅱ⑪・466） 

当該種類の株式を有する株主

全員の同意（111Ⅰ） 

― 

(d) 剰余金配当 

 ・残余財産分配 
― ― 

108Ⅰ①②Ⅱ①②Ⅲ 特別決議（309Ⅱ⑪・466） 
― 

(e) 議決権制限 

― ― 

108Ⅰ③Ⅱ③Ⅲ 特別決議（309Ⅱ⑪・466） 公開会社では発行済

株式総数の 2分の 1ま

で（115） 

(f) 拒否権 ― ― 108Ⅰ⑧Ⅱ⑧Ⅲ 特別決議（309Ⅱ⑪・466） ― 

(g) クラス・ボー

ティング ― ― 

108Ⅰ⑨Ⅱ⑨Ⅲ 特別決議（309Ⅱ⑪・466） 指名委員会等設置会

社と公開会社は発行

不可（108Ⅰ柱但） 

(h) 全部取得条項 

― ― 

108Ⅰ⑦Ⅱ⑦Ⅲ 特別決議（309Ⅱ⑪・466） 

種類株主総会決議（111Ⅱ・324

Ⅱ①） 

株式買取請求権（116Ⅰ②） 

新株予約権買取請求権（118Ⅰ

②） 

― 

 


